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メール誤送信による情報の漏えいについて 
 
 

 この度、県が事務局を務める、つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会において、

下記のとおり、メール誤送信による、情報流出事案が発生しましたのでお知らせします。 

 今後、同様の事案が発生しないよう、再発防止策を講じてまいります。 
 
 

記 

１ 事案発生日 

2025 年 3 月 26 日（水） 
 
 

２ 事案概要 

協議会事務局（スポーツ推進課）から、業務委託予定者 A社に契約書（案）を送付（メール  

送信）すべきところ、誤って別会社 B 社（本件にかかる委託業務の A 社からの再委託先）に

送付したことにより、本来知りえない事務局と A社との契約情報（①事務局との契約の事実、

②契約金額の内訳）が漏えいした。 

 
 

３ 経過  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

４ 原因 
 
 
 
 
５ 今後の対応策 

・メール送信前に、担当職員以外による添付ファイルの内容確認を実施する。 
・課内にて、情報セキュリティについて、あらためて周知・徹底する。 

 
 

○つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会 

〔概要〕会 員：沿線 14 自治体、関係団体 118 団体（2025.4.1 現在） 

事務局：県スポーツ推進課 

※ A 社を訪問し直接謝罪するとともに、B 社に対しメールの削除について依頼した。（B 社

において削除済） 

3/26（水）担当職員が、A 社と事務局（県）との契約書（案）を、契約相手方ではない B

社あてメールに誤って添付し、送信した。 

4/02（水）A 社から誤送信について県に連絡があったが、課内で共有されなかった。 

4/11（金）A 社から連絡があり、課内で事案が発覚した。 

・担当職員の不注意かつ他職員による内容確認が不十分であったため。 

 


